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証券コード：6637

第41期

定時株主総会
招 集 ご 通 知

2021年６月29日（火曜日）
午前10時

大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号
都シティ 大阪天王寺
６階 吉野西の間
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

決議事項
第１号議案 取締役（監査等委員であるものを除

く。）８名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

昨年より、株主総会にご出席の株主様へのお土産
は取りやめとさせていただいております。何卒ご
理解賜りますようお願い申しあげます。

表紙
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証券コード6637
2021年６月11日

株 主 各 位
大阪市平野区加美東六丁目13番47号
寺 崎 電 気 産 業 株 式 会 社
代 表 取 締 役
社長執行役員　 寺 崎 泰 造

第41期定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第41期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあ
げます。
　なお、新型コロナウイルス感染症にかかる昨今の状況を踏まえ、本総会につきましては、極力、書
面による議決権行使をお願い申しあげます。当日のご出席に代えて、書面により議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙
に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年６月28日（月曜日）午後５時15分までに到着するよ
うご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2021年６月29日（火曜日）午前10時
２．場 所 大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号

都シティ 大阪天王寺
６階　吉野西の間

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第41期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結計算書
類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第41期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以　上

－ 1 －

株主各位
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◎新型コロナウイルス感染防止の観点から、できるだけご出席をお控えいただきたくお願い申しあげま
す。株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましても、当日までのご自身の健康状態に
ご留意いただき、くれぐれもご無理をなされませぬようお願い申しあげます。

◎議決権の行使は郵送によっても可能です。前頁にご案内のとおり、同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示いただき、2021年６月28日(月曜日)午後５時15分までに到着するようご返送い
ただきたくお願い申しあげます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。

◎ご出席の株主様へのお土産はございません。

◎本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款規定に
基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.terasaki.co.jp/）に掲載しておりま
すので、本招集ご通知には記載しておりません。

①　連結計算書類の「連結注記表」
②　計算書類の「個別注記表」

　したがいまして、本招集ご通知に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人又は監査等
委員会が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部で
あります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネッ
ト上の当社ウェブサイト（https://www.terasaki.co.jp/）に掲載させていただきます。

◎本総会会場においては、下記のとおり感染予防のための措置を講じておりますので、ご理解を賜りま
すようお願い申しあげます。

　・ご出席される場合は、マスクの着用をお願いいたします。
　・会場内にアルコール消毒液を設置いたしますので、適宜ご利用ください。
　・会場内の座席は、例年より間隔をあけて配置いたします。
　・運営スタッフにつきましては、マスク着用のうえで対応させていただきます。

－ 2 －

株主各位
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（添付書類）
事　 業　 報　 告

( 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで )

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果

⑴　事業の状況
当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症（以下、感染症といいま

す。）拡大の影響による経済活動の落ち込みにより、第１四半期は極めて厳しい状況となりま
した。第２四半期に入ると、経済活動の再開が段階的に進められたことで回復基調となりまし
たが、第３四半期からの感染症の再拡大により、景気回復の動きが弱まりました。依然として
景気は厳しい状況にあるものの、12月上旬の英国を皮切りに各国でワクチンの接種が始まっ
たこともあり、一部の国では持ち直しの動きがみられました。

米国においては、２月の大寒波による影響が一部の製造業にあったものの、ワクチン接種が
順調に進むことによる感染症の抑制効果が表れ、景気回復の兆しがみられました。

欧州においては、感染症の再拡大に伴う活動制限が長期化し、景気は弱い動きとなりまし
た。英国においては、昨年末のＥＵ離脱移行期間終了に伴う英国と欧州間での一時的な物流の
混乱も概ね解消され、高水準のワクチン接種率もあり、景気に持ち直しの動きがみられまし
た。

一方、各国に先駆けて経済活動を再開した中国では、政府による投資促進策や消費刺激策等
の実施により、総じて景気の回復が持続しました。その他の新興国については感染症の再拡大
による影響があったものの、総じて景気は下げ止まりました。

わが国においても、５月に緊急事態宣言が解除され、経済活動が段階的に再開されたことに
より、景気の持ち直しの動きがみられていましたが、１月に２度目の緊急事態宣言が発出され
たことや、変異株による感染症の再拡大により、先行きに不透明感が漂いました。

当社グループを取り巻く経済環境は、国内において、感染症の影響による企業収益の減少
や、先行き不透明感の影響もあり、設備投資は低調に推移しました。海外における設備投資
は、総じて持ち直しの動きがみられましたが、感染症の再拡大により一部の地域では回復が足
踏みしています。当社の主要顧客である造船業界においては、依然として船腹需給のバランス
は回復せず、船価及び受注量の低迷が続いておりますが、活況な荷動きを背景に、第４四半期
に入り海運各社よりコンテナ船の発注が増加しています。

－ 3 －
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このような状況のもと、当連結会計年度の売上高は、船舶用システム製品（船舶用配電制御
システム等）の高付加価値船、産業用システム製品（産業用配電制御システム等）の国内プラ
ント向け、及び新型コロナウイルス検査関連機器等が堅調に推移したものの、機器製品（低圧
遮断器等）やエンジニアリング及びライフサイクルサービスが減少したことにより、347億
24百万円と前年同期比5.4％の減少となりました。営業利益は22億97百万円と前年同期比
4.7％の減益、経常利益は29億98百万円と前年同期比5.9％の増益となりました。親会社株主
に帰属する当期純利益は、21億92百万円と前年同期比7.7％の増益となりました。

製品別の売上高は、システム製品（配電制御システム等）が200億70百万円と前年同期比
3.1％の減少、機器製品が146億53百万円と前年同期比8.3％の減少となりました。

システム製品の受注高は、船舶用システム製品及び新型コロナウイルス検査関連機器が増加
し、前年同期を6.1％上回る210億41百万円となりました。その結果、受注残高は前連結会計
年度末より９億71百万円増加し、172億18百万円となりました。

なお、機器製品は、計画生産を行っているため、上記受注高、受注残高には含めておりませ
ん。

当連結会計年度におけるセグメント別の経営成績は以下のとおりです。

「日本」
船舶用システム製品は、陸電供給システムが増加したものの、コンテナ船及び海洋環境規制

関連製品が減少したことにより、売上は前年同期と比べ減少しました。
産業用システム製品は、海外プラント向けが減少したものの、国内プラント向け及びコージ

ェネレーションシステム等の分散型エネルギー関連向けが増加したことにより、売上は前年同
期と比べ増加しました。

メディカルデバイスは、感染症の拡大により医療機器や臨床検査機器の新規設備投資が減少
したものの、新型コロナウイルス検査関連機器が増加したことにより、売上は前年同期と比べ
若干増加しました。

エンジニアリング及びライフサイクルサービスは、海洋環境規制関連工事が堅調に推移しま
したが、産業向けエンジニアリング案件が減少したことにより、売上は前年同期と比べ減少し
ました。

その結果、システム製品全体の売上は前年同期と比べ減少しました。
機器製品は、国内の設備投資が低調に推移したこと、及び感染症の拡大による経済活動制限

の影響が継続したことにより、機器製品の売上は前年同期と比べ減少しました。

－ 4 －
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その結果、当セグメントの売上高は219億26百万円と前年同期比5.2％減少したものの、セ
グメント利益は23億20百万円と前年同期比11.0％の増益となりました。

「アジア」
船舶用システム製品は、感染症による経済活動制限の影響がありましたが、売上は前年同期

と比べ若干増加しました。
エンジニアリング及びライフサイクルサービスは、感染症による海外渡航制限の影響が継続

したことにより、売上は前年同期と比べ大幅に減少しました。
機器製品は、マレーシアにおいて感染症による約１ヶ月間の操業停止を命じられたこと、及

び東南アジアにおける経済活動制限の影響により、売上は前年同期と比べ大幅に減少しまし
た。

その結果、当セグメントの売上高は82億96百万円と前年同期比13.3％の減少、セグメント
利益は５億36百万円と前年同期比42.0％の減益となりました。

「ヨーロッパ」
機器製品は、英国内向け、中近東向け及び欧州向けが堅調に推移し、売上は前年同期と比べ

増加しました。
エンジニアリング及びライフサイクルサービスは、感染症による経済活動制限の影響により

低調に推移し、前年同期と比べ減少しました。
その結果、当セグメントの売上高は45億１百万円と前年同期比12.8％の増加、セグメント

利益は２億55百万円と前年同期比7.1％の増益となりました。

⑵　設備投資の状況
当連結会計年度において実施しました企業集団の設備投資の総額は10億54百万円であり

ます。主に、環境改善、業務の効率化、一部製品の生産能力増強及び生産効率化並びに原価低
減に向けた投資、加えて新製品の生産設備関連に向けた投資を行ってまいりました。

日本においては、本社において環境改善に向けた投資を、機器製品関連では、当社加美工場
において新製品の生産設備及び生産効率化並びに原価低減に向けた投資を、国内生産子会社で
ある株式会社耶馬溪製作所において、生産効率化及び新製品の生産設備関連に向けた投資を行
ってまいりました。システム製品関連では、当社八尾工場において、医療・検査機器関連の一
部製品の生産能力増強及び生産効率化並びに原価低減に向けた投資を行ってまいりました。

－ 5 －
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アジアにおいては、機器製品関連にてTERASAKI ELECTRIC(M)SDN.BHD.において、生産
効率化及び新製品関連設備に向けた投資を行ってまいりました。

主なものは以下のとおりであります。なお、生産能力に重要な影響を及ぼす設備の売却、撤
去又は滅失はありません。

　当連結会計年度中に完成及び取得した主要設備
（日本）

当社
環境改善関連
遮断器等の生産設備関連
専用備品（金型）関連
配電制御システムの生産設備関連
医療・検査機器生産設備関連

42百万円
54百万円

177百万円
81百万円
49百万円

子会社　株式会社耶馬溪製作所
遮断器等の生産設備関連
専用備品（金型）関連

12百万円
11百万円

（アジア）
子会社　TERASAKI ELECTRIC(M)SDN.BHD.

遮断器等の生産設備関連
専用備品（金型）関連

90百万円
47百万円

⑶　資金調達の状況
設備投資に必要な資金は手元資金により充当し、外部からの重要な資金の調達は行っており

ません。

⑷　対処すべき課題
世界経済及びわが国経済は、金融市場の変動や地政学的リスクに加え、新型コロナウイルス

感染症の影響による先行き不透明感など多くの懸念材料を抱えており、予断を許さない状況に
あります。

当社グループを取り巻く経済環境は、主要顧客である造船業界において新造船受注量、船価
が低調に推移しており、日中韓造船各社の受注競争激化、環境規制対応への投資増等により、
回復にはまだ時間を要することが予想されます。

－ 6 －
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一方、設備投資関係では、国内において人手不足の深刻化を背景とする自動化・省力化投
資、ＤＸやＡＩ等の情報化関連投資並びにグリーンエネルギー関連に向けた設備投資を中心
に、底堅く推移すると見込まれます。海外においては、各国の感染症からの回復に要する期間
にもよりますが、総じて設備投資は堅調に推移すると見込んでおります。

当社グループは、様々な顧客のニーズへの的確かつ迅速な対応によって顧客満足度を高め、
シェアの維持・拡大に全力をあげてまいります。そのために、営業活動の強化、設計・生産の
改善活動の継続による生産性及び品質レベルの向上を図るとともに、市場ニーズを反映した新
製品の開発や他社との研究開発プロジェクトへの参画にも努めてまいります。

また、品質、営業・サービス、技術開発、生産場所及び購買等のすべてについて、当社グル
ープが持つグローバルな組織の有効活用と更なる最適化の追求を「TEAM TERASAKI」とし
て目指してまいります。

加えて、経営全般においては、内部統制システムの一層の強化を図り、強化した統制システ
ムを有効に運用するとともに、法令遵守に向けた教育の更なる徹底等、経営理念の一つとして
あげております企業倫理に基づく積極的な取り組みにより、広くＣＳＲ（企業の社会的責任）
を果たしてまいります。更に、コーポレート・ガバナンスを強化し、より透明性の高い経営の
実現、経営の機動性向上の両立を図るとともに、ＢＣＰ（事業継続計画）を強化し、企業の永
続的発展に努めてまいります。

当社グループの大きな課題といたしましては、原材料の高騰及び為替の変動等があげられま
す。原材料については、銅及び銀価格が高騰・高止まりすれば利益圧迫要因となることから、
これらを含め総合的な原価低減活動を推進してまいります。また、為替変動への対応について
は、為替中立型を目指しその影響を最小限にとどめるよう営業、購買、生産、財務及び設備投
資等、総括的な改革・改善に取り組んでまいります。

なお、新型コロナウイルス感染症等の重大な感染症の流行により、当社グループの一部又は
全部の操業が停止する場合があります。このような事態が生じた場合は、当社グループ従業
員、顧客及び取引先等への感染防止（咳エチケット、時差出勤、リモートワーク等）に努める
とともに、生産拠点、調達先及び調達ルートの変更等により事業活動への影響を低減してまい
ります。

セグメント別には次のような活動に取り組んでまいります。

－ 7 －

事業の経過及びその成果
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「日本」
船舶用システム製品は、船腹需給バランスの回復にはまだ時間を要する状況ですが、今後の

新造船受注の回復を当社製品の受注に結びつけるために営業活動の強化及び顧客満足度の向
上に努めてまいります。また、グリーンビジネスの拡大に対応して、環境・省エネ関連製品の
受注拡大や、最適マネージメントシステム、ＩｏＴ及びビッグデータ活用などの技術を利用し
た研究開発にも取り組み、１隻あたりの当社の活躍度を高めて受注・売上増を図ってまいりま
す。

産業用システム製品は、配電制御システムや分散型エネルギーシステム向け製品を機軸とし
て、グリーンエネルギー発電市場、分散型電源市場や国内・海外の鉄道関連とプラント案件等
の営業活動を強化し受注・売上増を図ってまいります。

メディカルデバイスは、売上拡大に向けて、製品開発力の向上及びビジネスパートナーとの
共創力強化に注力してまいります。

エンジニアリング及びライフサイクルサービスは、ＧＳＮ（グローバル・サービス・ネット
ワーク）の拡充とレトロフィットビジネス（耐用年数が過ぎた遮断器の換装等）の拡大、船員
トレーニングサービスの拡販により、更なる事業展開を推進してまいります。

機器製品は、新製品の投入、グリーンエネルギー関連市場、海外舶用市場、新興国インフラ
市場に対してのマーケティング及び営業活動の強化による顧客数増加、ＯＥＭ（相手先ブラン
ド製品製造）戦略の強化に注力し、受注・売上増を図ってまいります。

「アジア」
船舶用システム製品は、中国や韓国の造船業界においても、船腹需給バランスの回復にはま

だ時間を要する状況ですが、原価低減に注力しながら営業力の強化を図るとともに、フィール
ド・エンジニアの育成によるエンジニアリングビジネスの拡充により、１隻あたりの当社の活
躍度を高めることで、売上の拡大及び収益の改善に努めてまいります。

機器製品においては、新製品の投入、東アジア・東南アジア各国内向け市場、日系企業の設
備投資案件、舶用市場とインフラ関連市場及びＩＴ関連市場向け等を中心に営業活動の強化を
図り、シェアの拡大に努めてまいります。

「ヨーロッパ」
機器製品において、新製品の投入、マーケティング及び営業活動の強化により、欧州、中東

及びアフリカ向けのシェア拡大を図るとともに、ＯＥＭ（相手先ブランド製品製造）販売先と
の協力関係を更に強化し、顧客数を増やし販売量の拡大を図ってまいります。また、ライフサ
イクル及びレトロフィットビジネスの更なる拡大にも取り組んでまいります。

－ 8 －

事業の経過及びその成果
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２．企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

区 分 第38期
(2018年３月期)

第39期
(2019年３月期)

第40期
(2020年３月期)

第41期
（当連結会計年度）
(2021年３月期)

売 上 高(千円） 36,880,189 35,311,546 36,700,640 34,724,283

経 常 利 益(千円） 2,264,228 1,923,890 2,832,526 2,998,875
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(千円） 1,441,898 1,307,580 2,035,149 2,192,601

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 110円67銭 100円36銭 156円20銭 168円29銭

総 資 産(千円） 46,577,667 44,749,938 46,767,916 48,573,318

純 資 産(千円） 29,509,409 30,071,640 31,439,309 34,856,527

自 己 資 本 比 率(％) 63.3 67.1 67.1 71.7
（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。

なお、期中平均発行済株式総数については自己株式を控除して算出しております。
２．記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
３．第38期

中国をはじめとする新興国経済の緩やかな回復及び民間設備投資の緩やかな回復基調、加えて造船市
場の受注量も回復基調の兆しが見えてきたこと等により、売上高は増加したものの、年度末にかけて
円高基調で推移したこともあり、親会社株主に帰属する当期純利益は14億41百万円となっておりま
す。

４．第39期
船舶用システム製品でのコンテナ船及び産業用システム製品での海外インフラ案件の減少等により売
上高が減少し、機器製品の新製品開発費用の増加等もあり、親会社株主に帰属する当期純利益は13億
７百万円となっております。

５．第40期
中国市場での船舶用システム製品及び海洋環境規制関連案件の増加等により売上高が増加し、原価及
び経費低減への取組効果等もあり、親会社株主に帰属する当期純利益は20億35百万円となっており
ます。

６．第41期
当連結会計年度につきましては、前記「１．事業の経過及びその成果(1) 事業の状況」に記載したと
おりであります。

－ 9 －

企業集団の営業成績及び財産の状況の推移
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３．重要な親会社及び子会社の状況
⑴　親会社との関係

　該当事項はありません。
⑵　重要な子会社の状況

名 称 資 本 金 議 決 権
比 率 事 業 の 内 容

テ ラ テ ッ ク 株 式 会 社 20,000千円 100.0％ エンジニアリング及びライフサイクル

テ ラ メ ッ ク ス 株 式 会 社 40,000千円 100.0％ 医 療 用 機 器 製 造 ・ 販 売

TERASAKI ELECTRIC
(EUROPE) LTD. 2,500千英ポンド 100.0％ 低 圧 遮 断 器 の 販 売

TERASAKI ELECTRIC
(M) SDN.BHD. 6,000千ﾏﾚｰｼｱﾘﾝｷﾞ 100.0％ 低 圧 遮 断 器 の 製 造 ・ 販 売

TERASAKI ELECTRIC
CO., (FAR EAST)
PTE.LTD.

1,000千ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 100.0％ 各 種 配 電 盤 の 製 造 ・ 販 売

TERASAKI ELECTRIC
(CHINA) LTD. 3,000千米ドル 100.0％ 各 種 配 電 盤 の 製 造 ・ 販 売

TERASAKI ELECTRIC
(SHANGHAI)CO., LTD. 1,700千米ドル (100.0％) 各 種 配 電 盤 の 製 造 ・ 販 売

 
（注）　　TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD.の議決権比率欄の（　　）内表示は、TERASAKI 

ELECTRIC CO., (FAR EAST) PTE.LTD.の100％所有を表しております。

４．企業集団の主要な事業内容（2021年３月31日現在）
　当社グループは、船舶用・産業用の配電制御システム製品、及び遮断器等の電気開閉機器の製
造並びに販売を行っております。主要な営業品目は、次のとおりであります。

①　システム製品　船舶用　　配電制御システム、集合始動器盤、機関監視制御システム、
高圧配電盤、停泊中船舶への陸電供給システム、
船員教育用エンジンルームシミュレーションシステム

産業用　　配電制御システム、コージェネレーションシステム、
電子応用製品、メディカルデバイス、高圧配電盤

 

②　機器製品　　　　　　　　配線用遮断器、漏電遮断器、気中遮断器、
多線貫通システム（ケーブル貫通部の総合防災品）

－ 10 －

重要な親会社及び子会社の状況、企業集団の主要な事業内容
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５．企業集団の主要拠点等（2021年３月31日現在）
⑴　当社営業所及び工場等

名 称 所 在 地

本 社 大 阪 市 平 野 区

東 京 営 業 所 東 京 都 中 央 区

名 古 屋 営 業 所 名 古 屋 市 名 東 区

四 国 営 業 所 香 川 県 坂 出 市

九 州 営 業 所 福 岡 市 南 区

加 美 工 場 大 阪 市 平 野 区

八 尾 工 場 大 阪 府 八 尾 市

⑵　国内及び海外連結子会社
セグメント 事 業 の 内 容 会 社 名 所 在 地

日 本

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ及びﾗｲﾌｻｲｸﾙ テラテック株式会社 大阪府

生産・販売 テラメックス株式会社 京都府

生産 テラサキ伊万里株式会社 佐賀県

生産 株式会社耶馬溪製作所 大分県

ア ジ ア

生産・販売 TERASAKI ELECTRIC CO., (FAR EAST) PTE.LTD. シンガポール

生産・販売 TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD. 中国

生産・販売 TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD. 中国

生産・販売 TERASAKI ELECTRIC (M) SDN.BHD. マレーシア

ヨーロッパ マーケティング・販売 TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD. イギリス

－ 11 －

企業集団の主要拠点等



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2021/06/07 8:28:11 / 20702967_寺崎電気産業株式会社_招集通知（Ｃ）

６．従業員の状況（2021年３月31日現在）
⑴　企業集団の従業員の状況

当 連 結 会 計 年 度 末 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 数

1,999（ 231 ）名 69（△ 52 ）名

（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへ
の出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パート及び人材会社からの派遣社員等）は、最近１年間の平
均人員を（　）外数で記載しております。

⑵　当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 年 度 末 比 増 減 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

558（ 179 ）名 8（△ 30 ）名 41.5才 18.7年

（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、臨時
雇用者数（パート及び人材会社からの派遣社員等）は、最近１年間の平均人員を（　）外数で記載して
おります。

７．企業集団の主要な借入先及び借入額（2021年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 633,730千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 559,375千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 476,875千円

－ 12 －

従業員の状況、企業集団の主要な借入先及び借入額
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Ⅱ．会社の状況に関する事項
１．株式の状況

⑴　発行可能株式総数　　　　　普通株式 52,000,000株
⑵　発行済株式の総数　　　　　普通株式 13,030,000株
⑶　株主数 871名
⑷　１単元の株式数 100株
⑸　大株主の状況（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 寺 崎 2,200,600株 16.89％

寺 崎 泰 造 1,129,180株 8.66％

テ ラ サ キ ト ラ ス ト 株 式 会 社 866,000株 6.64％

荒 　 巻 　 か お り 738,100株 5.66％

日 本 ﾏ ｽ ﾀ ｰ ﾄ ﾗ ｽ ﾄ 信 託 銀 行 株 式 会 社 (信 託 口 ) 736,600株 5.65％

寺 崎 雄 造 677,400株 5.19％

株 式 会 社 芳 山 社 653,600株 5.01％

テ ラ サ キ 従 業 員 持 株 会 651,838株 5.00％

テ ラ サ キ 共 栄 会 531,400株 4.07％

有 限 会 社 ア ー ク 400,000株 3.07％

（注）　持株比率は自己株式1,021株を控除して計算しております。

２．新株予約権等の状況
　当事業年度中の該当事項はありません。

－ 13 －

株式の状況、新株予約権の状況



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2021/06/07 8:28:11 / 20702967_寺崎電気産業株式会社_招集通知（Ｃ）

３．会社役員の状況
⑴　取締役の状況

地 位 氏 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役　社長執行役員 寺 崎 泰 造

取 締 役 　 専 務 執 行 役 員 周 藤 　 忠 経理・経営企画・
技術・情報開示担当

取 締 役 　 専 務 執 行 役 員 岡 田 俊 二 システム事業担当

取 締 役 　 常 務 執 行 役 員 熊 澤 和 信 人事・総務・情報ｼｽﾃﾑ
担当

取 締 役 　 執 行 役 員 西 田 昌 央
システム事業舶用担当
及びｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ﾗｲﾌｻｲ
ｸﾙ事業担当

取 締 役 　 執 行 役 員 梅 本 好 弘 機器事業担当

取 締 役 　 執 行 役 員 小 林 裕 史 機器事業営業担当

取 締 役
( 常 勤 監 査 等 委 員 ) 長 瀬 順 治

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 千 代 田 　 邦 　 夫

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグル
ープホールディングス株式会社　
社外監査役
星和電機株式会社　社外取締役
(監査等委員)

取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 鷹 野 俊 司

（注）１．取締役（監査等委員）のうち、千代田邦夫及び鷹野俊司の両氏は会社法第２条第15号に定める社外取
締役であります。

２．取締役（監査等委員）千代田邦夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当
程度の知見を有するものであります。

３．取締役（監査等委員）千代田邦夫氏は、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式
会社の社外監査役及び星和電機株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。ＭＳ＆ＡＤインシ
ュアランスグループホールディングス株式会社及び星和電機株式会社と当社との間には特別な関係は
ありません。

４．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び監
査等による情報共有並びに内部監査部門である監査室及び会計監査人と監査等委員会との十分な連携
を可能とすべく、長瀬順治氏を常勤の監査等委員として選定しております。

５．当社は、取締役（監査等委員）千代田邦夫及び鷹野俊司の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として指定し、同取引所へ届出しております。

－ 14 －

会社役員の状況
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⑵　取締役の報酬等
イ.取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年1月28日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除
く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しておりま
す。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて世間の水
準を参考にして、当社の業績、従業員給与の水準も参考にしながら、総合的に決定しており
ます。

b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬は、当該事業年度ごとの業績向上に対する意識を高める業績指標を反映した金
銭報酬としております。

c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬に該当する報酬はありません。

d.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、特段の定めはなく、上記a.及びb.の個々の報酬算出
基準に基づいた報酬を支給するものとしております。

e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬は株主総会にて選任又は再任された後に上記a.に基づいて、従業員給与の支払い日
に支払い、業績連動報酬については、当該事業年度の業績が確定した時に決定し、当該事業
年度の株主総会終了後に支払うこととしております。

ロ.当事業年度に係る報酬等の総額

区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額
（千円） 対象となる

役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬

(賞与)
取締役

（監査等委員及び社外取締役を除く） 138,690 116,190 22,500 7

取締役（監査等委員）
（社外取締役を除く） 20,170 17,670 2,500 1

社外取締役（監査等委員） 9,600 9,600 － 2

合計 168,460 143,460 25,000 10

－ 15 －

会社役員の状況
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（注）１．上記のほか、使用人兼務取締役（3名）に対する使用人分給与として 33,480千円を支給しておりま
す。

２．2015年６月26日開催の第35期定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額
は、年額300,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）、監査等委員
である取締役の報酬限度額は、年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点
の取締役（監査等委員を除く）の員数は８名、監査等委員である取締役の員数は３名です。

３．業績連動報酬に係る業績指標は税金等調整前当期純利益であり、この指標を選択した理由は、取締役
は特別損益も含めた利益について責任を負うとの考えによるものです。取締役の支給単価額をこの指
標に基づいて支給額(税金等調整前当期純利益×0.1%±0.01～0.05%)を決定しております。役付取
締役はそれを基にそれぞれの職位に応じた支給係数（1.2～2.5）を乗じた支給額を決定し、それらを
合わせて支給総額を決めております。税金等調整前当期純利益の実績は、連結損益計算書に記載のと
おりであります。

４．取締役会は、代表取締役 社長執行役員寺崎泰造に対し、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額の
決定を委任しております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行
うには代表取締役が最も適しているからであります。各取締役の報酬額の決定にあたっては、人事・
総務担当取締役が決定方針に基づいて算出した報酬案を代表取締役に提案し、代表取締役はこの提案
の内容を吟味して決定しております。したがって、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報
酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

⑶　社外取締役の主な活動状況

区分 氏　名 主 な 活 動 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役
(監査等委員) 千代田　邦　夫

当事業年度開催の取締役会21回のうち20回、並びに監査等委員会の
全回に出席し、主に財務及び会計的な観点より、議案・審議事項等に
ついて、適宜必要な発言を行っております。

取締役
(監査等委員) 鷹 野 俊 司

当事業年度開催の取締役会21回のうち20回、並びに監査等委員会の
全回に出席し、主に弁護士としての専門的見地より、議案・審議事項
等について、適宜必要な発言を行っております。

⑷　責任限定契約の内容の概要
　当社は定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との責任限定契約の
規定を設けております。
　当該定款に基づき当社が取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）と締結した責任限
定契約の内容の概要は次のとおりであります。

（取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との責任限定契約）
　取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、その職務を行うにつき善意でかつ重
大な過失がない場合は、法令が規定する額を限度額として損害賠償責任を負担するものとす
る。

－ 16 －
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４．会計監査人の状況
⑴　名称　　　有限責任 あずさ監査法人
⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

41,000千円
（注）①当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品

取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記
の金額はこれらの合計額を記載しております

②当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から
必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、
当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な
検証を行いました。審議の結果、適正であると判断したため、会社法第399条第１項及び第３項
に基づき、会計監査人の報酬等の額について、同意を行っております。

⑶　当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容
　当事業年度中の該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由のいずれか
に該当する状況にある場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任理由を解任後、最
初に招集される株主総会において報告いたします。
　また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会
計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又
は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

⑸　当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額
41,000千円

⑹　当社の重要な子会社のうち、TERASAKI ELECTRIC（EUROPE）LTD.他６社は、当社の会計
監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有するも
のを含む。）の法定監査を受けております。

－ 17 －

会計監査人の状況
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Ⅲ．業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要
　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において、内部統制システムの整備の
基本方針を次のとおり決議しております。また、企業価値の継続的向上を図るためには、経営の
効率性を追求するとともに、事業活動より生じるリスクをコントロールすることが必要であり、
このための内部統制強化が不可欠であるとの基本認識のもと、以下に掲げる諸施策の継続的な実
施を推進してまいります。

１．当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保するための体制
　当社は、取締役、従業員を含めた行動規範として「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定め、
この遵守を図っている。取締役会については、その適切な運営を確保するために「取締役会規程」
を定めている。取締役会は、月２回開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催し、
取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、法令・定款違反行為の未然防止に
努めている。また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査の方針を定め、監
査等委員は取締役の職務の執行を監査している。取締役が他の取締役の法令・定款の違反行為を
発見した場合は、直ちに監査等委員会及び取締役会に報告し、その是正を図る。

２．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、「取締役会規程」に基づき取締役会議事録を作成し、
適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、10年間は閲覧可能な状態を維持す
る。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⑴　当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下①から③のリスクを認識し、その把握と

管理、個々のリスクに対する管理責任者についての体制を整える。
①　当社に直接または間接に経済的損失をもたらす可能性
②　当社事業の継続を中断・停止させる可能性
③　当社の信用を毀損し、ブランドイメージを失墜させる可能性

⑵　リスク管理体制の基礎として、「リスクマネジメント基本規程」を定め、個々のリスクにつ
いての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生し
た場合には、社長を本部長として、顧問弁護士等も含む対策本部を設置し、迅速かつ適切に対
応し、損害の拡大を防止するとともに、これを最小限に止める体制を整える。

－ 18 －
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４．当社の財務報告の適正性を確保するための体制
　当社及び当社グループの財務報告の適正性を確保するため、「財務報告に係る内部統制規程」
及びその関連規程にて、財務報告の基本方針を定め、同報告に係る内部統制を整備及び運用する
体制を構築する。

５．当社の取締役の職務の執行が有効かつ効率的に行われることを確保するための体制
⑴　取締役の職務の執行が有効かつ効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、

取締役会を月２回開催することを原則とするほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、当社の経
営方針及び経営戦略に関わる重要事項は審議を経て決定を行う。

⑵　取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」に基
づき、それぞれの部署の組織、職務分掌の範囲、各職位を担当する者の責任及び権限を定めて
いる。

⑶　執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な業務執行を実現する。

６．当社の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑴　コンプライアンス体制の基礎として、「寺崎電気グループ企業倫理綱領」及び「企業倫理行

動指針」を定めている。社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの構
築・維持・向上を推進する。

⑵　内部監査部門として、執行部門から独立した社長直轄の監査室を設置している。
⑶　取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見

した場合には、直ちに監査等委員に報告し、遅滞なく取締役会において報告する。
⑷　法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「内部通

報規定」に基づきその運用を行う。
⑸　監査等委員は、当社の法令遵守体制及び内部通報システムの運用に問題があると認めるとき

は、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。

－ 19 －

業務の適正を確保するための体制
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７．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
⑴　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該会社への報告に関する体制として、グルー

プ会社における業務の適正を確保するために、グループ企業全てに適用する行動指針として、
「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定めており、これを基礎として、グループ各社で諸規程
を定める。

　　経営管理については、グループ会社経営管理の基本方針は「経営方針書」において定められ
ており、「関係会社管理規程」に従い、子会社の取締役等の職務執行の効率性の確認として、
当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行い、子会社に損失の危機等不具合の気配
がある時には必要に応じてモニタリングを行う。

　　取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を
発見した場合は、監査等委員に報告する。

⑵　反社会的勢力に対しては、「寺崎電気グループ企業倫理綱領」に基づき、毅然とした態度で
排除する。

⑶　子会社の取締役等の職務の執行が法令、定款に適合することを確保するための体制として、
子会社が、当社からの経営管理、経営指導内容等が法令に違反し、その他、コンプライアンス
上問題があると認めた場合には、監査室に報告する。監査室は社長に報告し、直ちに監査等委
員にも報告を行うとともに、意見を述べることができる。監査等委員は意見を述べるとともに、
関係部署に対して改善案の策定を求めることができる。

８．当社の監査等委員より、監査等委員の職務を補助すべき従業員を置くことの求めがあった場合
における、当該従業員に関する事項と当該従業員の取締役（監査等委員である取締役を除く。）
からの独立性に関する事項
⑴　監査等委員の職務を補助すべき従業員に対する監査等委員の指示の実効性を確保するために、

監査等委員より、監査等委員の職務を補助すべき従業員を置くことの求めがあった場合には、
「監査等委員会規程」に基づき、監査等委員の職務を補助すべき従業員として、当社の従業員
から監査等委員補助者を任命する。その場合、監査等委員補助者の評価は監査等委員が行い、
監査等委員補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査等委員会の同意を
得た上で取締役会が決定し、取締役からの独立を確保する。

⑵　監査等委員補助者は、業務の執行に係る役職を兼任しない。

－ 20 －
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　９．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び従業員が監査等委員に報告をするため
の体制、及び監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
⑴　 取締役及び従業員が監査等委員に報告すべき事項、並びに時期についての規程及び監査等委

員の職務執行により生ずる費用等の処理に係る方針を含む「監査等委員監査規程」を定めてお
り、当該規程に基づき、取締役及び従業員（子会社の取締役等や当該取締役等から報告を受け
た者を含む）は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査等委員に報告
するものとする。前記にかかわらず、監査等委員はいつでも必要に応じて、取締役及び従業員
に対して報告を求めることができる。

⑵　報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制については、
「内部通報規定」に基づき、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプ
ライアンス上の問題について、監査等委員への適切な報告体制を確保する。

　10．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　　当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統制システムの主な運用状況は以下の

とおりであります。
⑴　コンプライアンスに関する取り組み
　　当社では「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定め、これに基づく「企業倫理行動指針」を

別途定めて取り組んでおります。
　　当連結会計年度においては、新入社員研修及び統括管理者会議での企業倫理綱領と行動指針

の説明に加え、グループ全社の従業員を対象としたコンプライアンス研修を実施し、コンプラ
イアンス意識の向上に努めております。

　　また内部統制委員会を年２回開催し、企業倫理綱領に伴う行動指針の遵守状況などを報告し
確認しております。

⑵　リスク管理体制の強化
　　当社ではリスク管理の最上位規程として「リスクマネジメント基本規程」を制定して、当社

の経営並びに事業活動に重大な影響を与えるリスクについて認識して取り組んでおります。
　　当連結会計年度においてもリスクマネジメント委員会を２回開催し、リスクマネジメント活

動への取り組みについて報告し、確認しております。
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⑶　企業グループにおける業務の適正の確保
　　当社では「取締役会規程」及び「関係会社管理規程」を定めてグループ全体の業務の適正確

保に努めております。具体的には取締役会において、前記規程に従った重要事項の審議と決定
を行っております。また、前月の事業実績を報告し今後の施策について検討する経営会議をは
じめとして、社内の各種会議に当社グループ関係者も参加させてグループとしての業務の適正
の確保に努めております。

⑷　監査等委員会の監査状況
　　監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。監査等委員会は独自の監査
に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、当社グループ全体の効果的な監査に
努めております。また、会計監査人からは、四半期毎の監査結果報告を受けるとともに意見交
換を行い、適正な監査を実施しているかを確認しております。

 (注) 2020年６月12日開催の取締役会の決議により、内容を一部改定しており、上記の基本方針は当該改定が
なされた後のものです。主な改定内容は次のとおりです。
・執行役員制度の導入に伴い、「５．(3)執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な業務執行を実現する。」

を追加いたしました。

Ⅳ．剰余金の配当の決定に関する方針
　利益配分につきましては、安定的な配当の継続及び経営基盤の充実と今後の事業展開のための
内部留保を確保しつつ、業績、経営環境及び財務状況等を総合的に勘案して決定することとして
おります。また、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、当事業年度より中間配当を
実施することといたしました。
　この方針に基づき、当事業年度は１株当たり８円の中間配当を実施させていただいており、期
末配当につきましては、取締役会決議によって、１株当たり８円とさせていただきました。
　これにより当事業年度の年間配当金は、１株当たり16円となります。

（注）　本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2021年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

34,070,559
13,025,478
11,183,985
4,005,156
3,158,252
2,047,606

858,240
△208,160

14,502,758
9,651,692
4,303,820
1,111,424

392,815
2,699,082

615,180
529,368
109,043
109,043

4,742,022
299,455

3,705,562
436,509
432,041

△131,545

流 動 負 債 10,627,835
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,834,369
電 子 記 録 債 務 2,949,356
短 期 借 入 金 480,000
１年内返済予定の長期借入金 600,480
未 払 法 人 税 等 467,191
未 払 費 用 1,652,270
製 品 保 証 引 当 金 126,238
そ の 他 1,517,928

固 定 負 債 3,088,954
長 期 借 入 金 939,500
繰 延 税 金 負 債 981,046
退 職 給 付 に 係 る 負 債 489,456
そ の 他 678,951

負 債 合 計 13,716,790
純 資 産 の 部

株 主 資 本 33,159,683
資 本 金 1,236,640
資 本 剰 余 金 2,244,650
利 益 剰 余 金 29,679,826
自 己 株 式 △1,433

その他の包括利益累計額 1,659,610
その他有価証券評価差額金 80,879
為 替 換 算 調 整 勘 定 △105,906
退職給付に係る調整累計額 1,684,638

非 支 配 株 主 持 分 37,233
純 資 産 合 計 34,856,527

資 産 合 計 48,573,318 負 債 及 び 純 資 産 合 計 48,573,318
（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
( 2020年 4 月 1 日から

2021年 3 月31日まで )
（単位：千円）

売 上 高 34,724,283
売 上 原 価 24,990,783

売 上 総 利 益 9,733,499
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,436,149

営 業 利 益 2,297,350
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 94,096
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益 273,529
雇 用 調 整 助 成 金 326,699
そ の 他 107,502 801,828

営 業 外 費 用
支 払 利 息 32,824
為 替 差 損 66,661
そ の 他 817 100,302
経 常 利 益 2,998,875

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 3,019 3,019

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 947 947

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,000,947
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 774,196
法 人 税 等 調 整 額 30,390 804,586
当 期 純 利 益 2,196,360
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3,759
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,192,601

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

( 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 1,236,640 2,244,650 27,799,920 △1,433 31,279,777

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △312,695 △312,695

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 2,192,601 2,192,601

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － 1,879,906 － 1,879,906

当 期 末 残 高 1,236,640 2,244,650 29,679,826 △1,433 33,159,683

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主

持分 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ

損 益

為 替 換 算

調 整 勘 定

退 職 給 付 に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 25,220 △6,083 △1,295,888 1,401,310 124,558 34,974 31,439,309

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △312,695

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 2,192,601
株主資本以外の
項 目
の 当 期 変 動 額
( 純 額 )

55,659 6,083 1,189,981 283,327 1,535,052 2,259 1,537,312

当 期 変 動 額 合 計 55,659 6,083 1,189,981 283,327 1,535,052 2,259 3,417,218

当 期 末 残 高 80,879 － △105,906 1,684,638 1,659,610 37,233 34,856,527

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2021年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

15,832,177
3,458,420
1,049,960
6,570,616
2,046,475
1,412,301

855,285
9,602

430,291
△776

10,016,575
6,202,283
2,653,475

164,432
239,625

195
279,135

2,479,574
385,844
66,471
56,996
9,474

3,747,820
275,294

1,769,062
0

510,000
5,004

1,319,622
△131,164

流 動 負 債 7,423,323
支 払 手 形 351,270
電 子 記 録 債 務 1,887,773
買 掛 金 2,276,308
短 期 借 入 金 350,000
１年内返済予定の長期借入金 1,010,680
未 払 金 384,625
未 払 費 用 859,072
未 払 法 人 税 等 36,176
前 受 金 144,386
預 り 金 20,809
製 品 保 証 引 当 金 68,626
受 注 損 失 引 当 金 1,987
そ の 他 31,606

固 定 負 債 3,819,986
長 期 借 入 金 939,500
関 係 会 社 長 期 借 入 金 2,736,118
退 職 給 付 引 当 金 15,540
そ の 他 128,828

負 債 合 計 11,243,310
純 資 産 の 部

株 主 資 本 14,524,586
資 本 金 1,236,640
資 本 剰 余 金 2,244,650
資 本 準 備 金 2,244,650

利 益 剰 余 金 11,044,730
利 益 準 備 金 150,387
そ の 他 利 益 剰 余 金 10,894,342
特 別 償 却 準 備 金 16,629
別 途 積 立 金 4,900,168
繰 越 利 益 剰 余 金 5,977,544

自 己 株 式 △1,433
評 価 ・ 換 算 差 額 等 80,855
その他有価証券評価差額金 80,855

純 資 産 合 計 14,605,442
資 産 合 計 25,848,752 負 債 及 び 純 資 産 合 計 25,848,752

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

( 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで )

（単位：千円）
売 上 高 21,689,167
売 上 原 価 17,227,449

売 上 総 利 益 4,461,718
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,510,649

営 業 損 失 48,931
営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,074
受 取 配 当 金 720,670
為 替 差 益 307,633
そ の 他 186,520 1,217,898

営 業 外 費 用
支 払 利 息 24,739
そ の 他 817 25,556

経 常 利 益 1,143,410
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,165
貯 蔵 品 売 却 益 1,420 2,586

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 6 6

税 引 前 当 期 純 利 益 1,145,990
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,847
法 人 税 等 調 整 額 51,171 54,018
当 期 純 利 益 1,091,971

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2020年 4 月 1 日から
2021年 3 月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資　本

準備金

資本剰余金

合　計

利　益

準備金

その他利益剰余金 利益剰余金

合　　計特別償却
準　備　金

別　途
積立金

繰越利益
剰　余　金

当 期 首 残 高 1,236,640 2,244,650 2,244,650 150,387 18,833 4,900,168 5,196,064 10,265,454

当 期 変 動 額
特 別 償 却 準 備 金
の 取 崩 し △2,204 2,204 －

剰 余 金 の 配 当 △312,695 △312,695
当 期 純 利 益 1,091,971 1,091,971
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △2,204 － 781,480 779,275
当 期 末 残 高 1,236,640 2,244,650 2,244,650 150,387 16,629 4,900,168 5,977,544 11,044,730

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計
当 期 首 残 高 △1,433 13,745,310 25,220 △6,083 19,136 13,764,446

当 期 変 動 額
特別償却準備金
の 取 崩 し － －

剰 余 金 の 配 当 △312,695 △312,695

当 期 純 利 益 1,091,971 1,091,971
株主資本以外の
項 目
の 当 期 変 動 額
( 純 額 )

55,635 6,083 61,719 61,719

当 期 変 動 額 合 計 － 779,275 55,635 6,083 61,719 840,995
当 期 末 残 高 △1,433 14,524,586 80,855 － 80,855 14,605,442

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 28 －

株主資本等変動計算書



2021/06/07 8:28:11 / 20702967_寺崎電気産業株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月14日
寺　崎　電　気　産　業　株　式　会　社

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浅 野 　 豊 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 古 澤 達 也 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、寺崎電気産業株式会社の2020年４月１日から
2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、寺崎電気産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

－ 29 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上

－ 30 －
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2021年５月14日
寺　崎　電　気　産　業　株　式　会　社

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 浅 野 　 豊 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 古 澤 達 也 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、寺崎電気産業株式会社の2020年４月１日
から2021年３月31日までの第41期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

－ 31 －

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 32 －
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監査等委員会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第41期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたし
ます。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会
決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役
及び従業員等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、下
記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、Web会議等の手段も活用しなが
ら、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び従業員等からその
職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲
覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを確認するととも
に、会計監査人から監査計画、四半期レビュー結果、期末監査結果ほか、その職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従っ
て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

－ 33 －

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年５月27日
寺 崎 電 気 産 業 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会

常 勤
監査等委員 長 瀬 順 治 ㊞
監査等委員 千代田　邦　夫 ㊞
監査等委員 鷹 野 俊 司 ㊞

（注）監査等委員 千代田邦夫及び鷹野俊司は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。

以　上

－ 34 －
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。本議案において同じ。）全員（７名）は、本総会終結の時

をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため１名を増員し、取締役８名の選任
をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると
判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。
候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

１
てら
寺

さき
崎

たい
泰

ぞう
造

(1965年５月28日生)

1995年 ５月 当社入社

1,129,180株

1999年 ６月 当社取締役
2001年 ３月 当社常務取締役
2005年 ４月 当社代表取締役専務（システム事業事

業部長）
2007年 ４月 当社代表取締役専務（経営本部・情報

開示・技術・人事・総務担当）
2011年 ４月 当社代表取締役社長
2020年 ４月 当社代表取締役　社長執行役員

（現在に至る）
選任理由：2011年から代表取締役社長としての職責

を担っております。当社事業全般に関する知見を活
かすとともに、グローバルビジネスに対する高い見
識を有しており、業務執行の最高責任者である社長
執行役員として経営の指揮及び監督を適切に行って
おります。こうしたことから、持続的な企業価値向
上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取
締役候補者といたしました。

－ 35 －
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

２
くま
熊

ざわ
澤

かず
和

のぶ
信

(1955年10月22日生)

1978年 ４月 当社入社

8,000株

2000年 ４月 当社人事部部長
2005年 ４月 当社システム事業マーケティング部部

長
2006年 ４月 当社システム事業産業部部長
2009年 ４月 当社経営本部総務部部長
2011年 ６月 当社取締役（人事・総務担当）
2017年 ４月 当社常務取締役（人事・総務担当）
2020年 ４月 当社取締役　常務執行役員（人事・総

務・情報システム担当）
（現在に至る）

選任理由：2011年６月より人事・総務担当取締役と
して経営に従事し、その役割・責務を実効的に果た
してまいりました。これまでの経験を活かし、
2017年４月からは人事・総務担当の常務取締役と
して、さらなる企業価値の向上を図っております。
今後も当社のさらなる発展を牽引することが期待で
きることから、引き続き取締役候補者といたしまし
た。

３
※新任
なが
長

せ
瀬

じゅん
順

じ
治

(1957年６月１日生)

1983年 ４月 当社入社

8,007株

2004年 ４月 当社システム事業事業管理室室長
2012年 ４月 当社経理部部長
2013年 ６月 当社取締役（経理担当）
2017年 ６月 当社取締役（常勤監査等委員）

（現在に至る）
選任理由：当社に入社以来、営業、経営企画、事業管

理室、経理、子会社取締役・監査役等の業務に携わ
り、会社業務全般にわたる豊富な知識と経験に基づ
く高い見識を有しております。2017年からは監査
等委員である取締役として当社の経営執行の監査を
行うとともに、当社の業務執行に関する意思決定に
おいて妥当性及び適正性の見地から適切な提言を行
ってきました。これらの実績を踏まえ、取締役候補
者といたしました。

－ 36 －
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

４
にし
西

だ
田

まさ
昌

お
央

(1958年11月24日生)

1981年 ４月 当社入社

9,400株

2006年 ４月 当社経営企画室室長
2010年 ４月 当社機器事業営業部部長
2011年 ４月 当社システム事業産業部部長
2013年 ４月 当社子会社 TERASAKI ELECTRIC

(SHANGHAI)CO.,LTD.総経理
2015

2015

年

年

５

６

月

月

当社子会社 テラテック㈱　代表取締
役社長
当社取締役（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ﾗｲﾌｻｲｸﾙ事業
担当）

2019年 ４月 当社取締役（ｼｽﾃﾑ事業舶用担当・ｴﾝｼﾞ
ﾆｱﾘﾝｸﾞ･ﾗｲﾌｻｲｸﾙ事業担当）

2020年 ４月 当社取締役　執行役員（ｼｽﾃﾑ事業舶用
担当・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ﾗｲﾌｻｲｸﾙ事業担当）

2021年 ４月 当社取締役　執行役員（ｼｽﾃﾑ事業担
当）
（現在に至る）

選任理由：当社の機器・システムの両主力事業を経験
し、2013年からは中国子会社の総経理として手腕
を発揮しました。2015年からはエンジニアリン
グ・ライフサイクル事業の担当取締役として成果を
上げており、今後も当社のさらなる発展を牽引する
ことが期待できることから、引き続き取締役候補者
といたしました。

５
おか
岡

だ
田

しゅん
俊

じ
二

(1952年12月24日生)

1977年 ４月 当社入社

10,300株

2001年 ９月 当社機器事業マーケティング部部長
2004年 ４月 当社子会社 TERASAKI ESPANA,

S.A.U.社長
2008年 ４月 当社システム事業産業用統括部長
2008年 ６月 当社取締役（システム事業産業部担

当）
2011年 ４月 当社常務取締役（システム事業担当）
2017年 ４月 当社専務取締役（システム事業担当）
2020年 ４月 当社取締役　専務執行役員（システム

事業担当）
2021年 ４月 当社取締役　専務執行役員（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ

ｸﾞ･ﾗｲﾌｻｲｸﾙ事業担当）・当社子会社 テ
ラテック㈱　代表取締役社長
（現在に至る）

選任理由：当社の事業全般、また海外子会社などにお
ける豊富な経験と幅広い見識及び当社の取締役に相
応しい経験と能力を有し、2017年４月からはシス
テム事業担当の専務取締役を務めております。これ
までの経験・実績を活かし、今後も当社のさらなる
発展を牽引することが期待できることから、引き続
き取締役候補者といたしました。

－ 37 －
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

６
うめ
梅

もと
本

よし
好

ひろ
弘

(1961年４月７日生)

1984年 ４月 当社入社

7,300株

2007年 ４月 当社機器事業技術部部長
2011年 ４月 当社機器事業品質保証部部長
2013年 ４月 当社システム事業産業部部長
2015年 ４月 当社子会社 TERASAKI ELECTRIC 

CO.,(F.E.)PTE.LTD.社長
2018年 ５月 当社子会社 テラテック㈱　代表取締

役社長
2018年６ 月 当社取締役（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ﾗｲﾌｻｲｸﾙ事業

担当）
2019年４ 月 当社取締役（機器事業担当）
2020年４ 月 当社取締役　執行役員（機器事業担

当）
（現在に至る）

選任理由：機器事業の技術部・品質保証部、システム
事業産業部の部門長を経験後、2015年からはシン
ガポール子会社で社長として経営手腕を発揮しまし
た。2019年４月からは機器事業担当取締役を務め
ております。今後も当社のさらなる発展を牽引する
ことが期待できることから、引き続き取締役候補者
といたしました。

７
こ
小

ばやし
林

ひろ
裕

ふみ
史

(1959年５月６日生)

1983年 ４月 当社入社

3,100株

2007年 ４月 当社機器事業事業管理室室長
2008年 ４月 当社機器事業国際部部長
2011年 ４月 当社機器事業営業部部長
2013年 ７月 当社子会社 TERASAKI DO BRASIL 

LTDA. 社長
2016年 ７月 当社機器事業国際事業統括部長
2017年 ６月 当社取締役（機器事業営業担当）
2020年 ４月 当社取締役　執行役員（機器事業営業

担当）
（現在に至る）

選任理由：入社以来、当社機器事業にて主に海外部門
に従事してまいりました。2013年より３年間は海
外子会社トップとして手腕を発揮し、帰国後は機器
事業営業部門の統括部長を経て2017年６月より機
器事業営業担当取締役を務めております。今後も当
社のさらなる発展を牽引することが期待できること
から、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 38 －

取締役選任議案
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

８
※新任
よ し

吉
か わ

川
か ず

和
ひ ろ

宏
(1962年６月22日生)

1984年 ３月 当社入社

800株

2012年 ４月 当社システム事業品質保証部部長
2014
2016

年
年

４
４

月
月

当社システム事業事業管理室室長
当社システム事業開発設計部部長

2018年 ５月 当社子会社 テラメックス㈱　代表取
締役社長

2020年 ４月 当社執行役員(システム事業メディカ
ルデバイス担当)
（現在に至る）

選任理由：長年当社のシステム事業で電子関連部門に
従事し、豊富な経験と幅広い見識を有しておりま
す。2018年５月からはテラメックス株式会社の代
表取締役として手腕を発揮しております。これまで
の経験・実績を活かし、今後当社のさらなる発展を
牽引することが期待できることから、新たに取締役
候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おり、当社取締役を含む被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を当該
保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該
保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 39 －

取締役選任議案
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第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし

ては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

１
※新任

す
周

とう
藤

 
　

まこと
忠

(1951年７月20日生)

1975年 ４月 当社入社

13,800株

1994年 ４月 当社機器事業営業部大阪支社支社長
1997年 ４月 当社機器事業営業部部長
2008年 ４月 当社機器事業営業統括部長
2008年 ６月 当社取締役（機器事業営業部・国際部

担当）
2011年 ４月 当社常務取締役（機器事業担当）
2017年 ４月 当社専務取締役（経理・経営企画・技

術・情報開示担当）
2020年 ４月 当社取締役　専務執行役員（経理・経

営企画・技術・情報開示担当）
（現在に至る）

選任理由：長年当社機器事業、とりわけ営業分野で主
導的な役割を担い、2017年４月からは経理・経営
企画・技術・情報開示担当の専務取締役を務めてお
ります。これまで当社経営に貢献してきた実績と、
会社業務全般にわたる豊富な知識を有しておりま
す。監査等委員である取締役として、その高い見識
から当社の経営執行の監査を行うとともに、当社の
業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適
正性の見地から適切な提言を行っていただくことが
期待されることから、新たに監査等委員である取締
役候補者といたしました。

－ 40 －
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
株 式 の 数

２
ち
千

よ
代

だ
田

 
　

くに
邦

 
　

お
夫

(1944年１月２日生)

1970年10月 公認会計士登録

0株

1984年 ４月 立命館大学教授
1999年 ４月 同大学経営学部長
2001年 ６月 当社社外監査役
2012年 ４月 早稲田大学大学院教授
2013年 ３月 当社社外監査役を辞任
2013年 ４月 金融庁公認会計士・監査審査会会長　

（2016年３月退任）
2016年 ７月 当社顧問
2017年 ６月 当社社外取締役（監査等委員）

（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
　　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディ

　ングス株式会社　社外監査役
　　星和電機株式会社　社外取締役（監査等委員）
選任理由及び期待される役割の概要：
　公認会計士としての会計及び監査に関する高い専門

性に加え、大学教授及び公的機関の要職を務めるな
ど豊富な経験を有しております。監査等委員である
取締役として、その高い見識から当社の経営執行の
監査を行うとともに、当社の業務執行に関する意思
決定において、妥当性及び適正性の見地から適切な
提言を行っていただくことが期待されることから、
引き続き監査等委員である取締役(社外取締役)候補
者といたしました。

３
たか
鷹

の
野

しゅん
俊

じ
司

(1962年９月24日生)

1992年 ４月 最高裁判所司法研修所入所

0株

1994年 ４月 中本和洋法律事務所入所
2008年 ５月 弁護士法人中本総合社員
2011年 ６月 当社社外監査役
2015年 ６月 当社社外取締役（監査等委員）

（現在に至る）
選任理由及び期待される役割の概要：
　弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており

ます。監査等委員である取締役としてその高度な専
門知識に基づき、当社の経営執行の監査を行うとと
もに、当社の業務執行に関する意思決定において妥
当性及び適正性の見地から適切な提言を行っていた
だくことが期待されることから、引き続き監査等委
員である取締役（社外取締役）候補者といたしまし
た。

－ 41 －
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（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．周藤忠氏が監査等委員である取締役に選任された場合、同氏を常勤の監査等委員に選定する予定であ

ります。
３．千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏は社外取締役候補者であります。
４．千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏は、当社定款の規定に基づき、当社との間で法令に定める額を限度とし

て賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。なお、本議案の承認可決を条件として各氏
との当該契約を継続する予定であります。また、周藤忠氏の選任が承認された場合は、同内容の責任
限定契約を締結する予定であります。

５．千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、在任期間は
本総会終結の時をもって千代田邦夫氏は４年、鷹野俊司氏は６年であります。なお、両氏は過去に当
社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。

６．千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認さ
れた場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

７．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を当該
保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該
保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 42 －

監査等委員である取締役選任議案
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株主総会会場 ご案内図

会 場 都シティ 大阪天王寺６階　吉野西の間
大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号

天王寺公園 地
下
鉄
谷
町
線

谷
町
線
天
王
寺
駅

御堂筋線天王寺駅

JR阪和線

JR大阪環状線

JR大和路線（関西本線）

地下鉄御堂筋線
地下鉄③番出口

近鉄南大阪線

阪
堺
上
町
線

北口

南口 東口

JR天王寺駅
天王寺MIO

あべのハルカス
近鉄本店 新宿

ごちそうビル近鉄大阪
阿部野橋駅

Ｎ 都シティ
大阪天王寺

【主な最寄り駅からの道順】
1 地下鉄天王寺駅下車………………………御堂筋線東改札を出て、都シティ 大阪天王寺 地下入口へ
2 JR各線天王寺駅下車………………………東口を出て横断歩道を渡り、都シティ 大阪天王寺 正面入口へ
3 近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅下車………東改札(地下)を出て、都シティ 大阪天王寺 地下入口へ

お願い お車でのご来場はご遠慮ください。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図


